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《要 点》  

 
◆ 本年２月 10 日、わが国政府は、社会・経済をクリーンエネルギー中心の構造に転

換するグリーントランスフォーメーション（ＧＸ）に向けた基本方針（「ＧＸ実現

に向けた基本方針」）を閣議決定。基本方針では、ＧＸ戦略の政策フレームワーク

の全体像とともに、カーボンプライシングの導入、原発新設を含めたエネルギー政

策、中小企業のＧＸ支援等の個別政策方針が示されており、一定の評価が可能。 

 

◆ 一方、今回の基本方針では、①各政策の温室効果ガス（ＧＨＧ）の排出削減見通し

が示されず、政府の脱炭素目標との整合性が明らかでないほか、②不確実性が高い

技術革新に依拠し、企業や家計の自主性が尊重されているなど、政策の実効性にも

疑問が生じる、といった問題点が存在。 

 

◆ 今後、ＧＸ戦略を推進するうえでは、以下の諸点に留意した取り組みが必要。 

(1) 機動的な政策運営：ＧＨＧ排出削減見通しなどの期待される政策効果を明確

化し、マイルストーンを設定のうえ、技術革新による削減実績を評価。必要に応じ

て以下で示すような追加的な施策を導入するなど、機動的な政策運営を行うこと。 

(2) 実効的なカーボンプライシング導入：カーボンプライシングを、ＧＸ経済移行債

の返済原資の確保ではなく、本来の目的である低コストの排出削減策の推進のため

のツールと位置付け、価格水準の引き上げや前倒し導入を検討すること。 

(3) ＧＸに消極的な企業や中小企業へのアプローチ強化：消極的な企業にＧＸに取り

組む推進力を付与する観点から、情報開示を義務化して進捗状況を可視化するほ

か、一定の規制・ルールを導入して行動変容を後押し。 

(4) 家計部門における脱炭素意識醸成：温暖化やＧＸに対する家計の理解度向上を

図るとともに、脱炭素への推進力をもたせる観点から、太陽光パネルの設置義務化、

燃費の悪いガソリン車への増税等の施策を検討。 

 

◆ 企業や家計に負担を求める施策を導入する際には、政府が施策の意義などを丁寧に

説明し、国民の理解を得ることが必要。また、過度な負担を回避するためにも、Ｇ

Ｘに向けた取り組みへの補助金の拡充などの施策も併せて検討することが重要。 
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１．はじめに 

2023年２月 10日、わが国政府は「ＧＸ実現に向けた基本方針～今後 10年を見据えたロードマッ

プ～」（ＧＸ基本方針）を閣議決定した。これにより、わが国の脱炭素社会への移行に向けて、社

会・経済構造を化石エネルギー中心からクリーンエネルギー中心に転換するグリーントランスフォ

ーメーション（ＧＸ）を実現するための具体的な政策が示されたことになる。 

本稿では、政府のＧＸ基本方針を概観・評価したうえで、わが国のＧＸ戦略における課題と今後

求められる取り組みの方向性について検討したい。 

 

２．GX 基本方針の概要 

ＧＸ基本方針の主なポイントとしては、次の４点が挙げられる。 

（1）政策フレームワークの明確化 

１つは、ＧＸに向けた政策フレームワークを示したことである。2021 年 6 月に策定された「2050

年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（グリーン成長戦略）では、脱炭素に必要な技術

等は整理されたものの、その実現に向けた政策アプローチは十分に示されていなかった。 

ＧＸ基本方針では、①大規模なＧＸ投資促進策や、②カーボンプライシング、③新たな金融手法、

④国際戦略を大きな柱とする政策フレームワークに加えて（図表１）、ＧＸ実現に重要となる 22 分

野1について、目標・戦略のほか、必要となる投資額や規制・制度、国際戦略などが示された。また、

こうした取り組みを進めるための大規模な財政面の支援として、今後 10 年で官民合わせて 150 兆

円超の投資が必要と試算したうえで、20 兆円規模の政府支援を行うとしている2。 

もっとも、温室効果ガス（ＧＨＧ）の削減プロセスなどは示されておらず、現時点ではわが国の脱

炭素目標の達成に十分な政策フレームワークかどうかの判断は難しい。 

 

 
1 ＧＸ基本方針では、ＧＸに重要な「22 の事例」として、①水素・アンモニア、②蓄電池産業、③鉄鋼業、④化学

産業、⑤セメント産業、⑥紙パ産業、⑦自動車産業、⑧資源循環産業、⑨住宅・建築物、⑩脱炭素目的のデジタル

投資、⑪航空機産業、⑫ゼロエミッション船舶（海事産業）、⑬バイオモノづくり、⑭再生可能エネルギー、⑮次世

代ネットワーク（系統・調整力）、⑯次世代革新炉、⑰運輸分野、⑱インフラ分野、⑲カーボンリサイクル燃料

（SAF、合成燃料、合成メタン）、⑳CCS、㉑食料・農林水産業、㉒地域・くらし、を挙げた。 
2 グリーン成長戦略でも政府支援としてグリーンイノベーション基金が創設されたものの、規模は２兆円にとどま

り、脱炭素に必要な投資額や米欧の政府支援に比べると支援額が小さいとの指摘があった。 

（資料）経済産業省「ＧＸ実現に向けた基本方針」を基に日本総研作成

規制×支援
一体型

投資促進策

カーボン
プライシング

新たな

金融手法

国際戦略

✓官民投資の呼び水となる規制×支援一体型投資促進策
⇒官民で150兆円超の投資

2023～2025年 2026～2030年 2030年代～

✓段階的な規制強化、制度整備
⇒新産業の創出

✓GX経済移行債（仮称）
⇒10年間で20兆円規模の先行投資支援

✓自主的排出量取引（GX-ETS ）
⇒23年度～試行、26年度～本格稼働、33年度～一部有償化

✓28年度～炭素賦課金

✓ブレンデッド・ファイナンス

✓グリーン/トランジション金融 ✓官民連携で
リスクマネー供給✓サステナブル金融の国際市場整備

✓アジア・ゼロエミッション共同体（AZEC）構想
⇒エネルギー・トランジション支援

✓国際グリーン市場形成、イノベーション協力
⇒国際ルール作り、日本技術普及拡大

（23～28年：集中投資期間）⇒

返済原資

（図表１）GX実現に向けた今後10年のロードマップの全体像

先行投資
インセンティブ
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（2）カーボンプライシングの導入 

２つめは、カーボンプライシング3の導入である。カーボンプライシングは効率的な脱炭素推進

に有効な仕組みながら、既存製品・サービスのコスト増加に加えて、カーボンプライシングの水準

が低い国の製品・サービスに対する価格競争力の低下や当該国への生産移転（カーボンリーケー

ジ）につながるといった懸念も根強く、これまで議論が進んでいなかった。 

ＧＸ基本方針では「成長志向型カーボンプ

ライシング構想」を掲げ、幅広い経済主体に

働きかける「炭素に対する賦課金4」（炭素賦

課金）と、多排出産業を中心とした「自主的

な排出量取引制度（ＧＸ－ＥＴＳ）5」を組

み合わせて導入する方針が示された。また、

新しく発行する国債であるＧＸ経済移行債

（仮称）を財源として先行してＧＸを支援し

たのちにカーボンプライシングを本格導入す

ることによって、経済への悪影響を回避する

としている。なお、企業・家計の負担増加を

回避するため、カーボンプライシングに伴う

負担増加額を再エネ賦課金6等の負担減少額の範囲内に抑える方針であり、本格的な導入時期は、

再エネ賦課金がピークアウトするとされる 2032年以降の見通しである（図表２）。 

円滑なカーボンプライシングの導入には負担軽減策は必要ながら、カーボンプライシングは本来

コストの発生を伴う政策メカニズムであるため、負担軽減による政策効果への影響は検証が必要と

なる。 

 

（3）原発建設への言及 

３つめは、原発新設の明記である。わが国は再生可能エネルギー（再エネ）の適地が限られ、Ｃ

Ｏ2回収付火力発電の実用化も不確実性が高く、エネルギー安定供給と脱炭素の両立に向けて、現

時点では原子力を選択肢に入れざるを得ない。しかし、過去の原発事故を受けて、原発の安全性に

対する国民の懸念は根強く、これまで原発の議論は先送りされてきた。2021年 10月の「第６次エ

ネルギー基本計画」では、電源構成における原子力の割合を６％（2019年）から 20～22％（2030

年）に引き上げるとしたものの、「安全性を大前提とした原発の再稼働」といった表現にとどめ、

原発新設には言及していない。グリーン成長戦略でも、次世代革新炉の開発などの工程表は示され

たものの、長期的な活用については、議論の参考値として示された 2050年の電源構成において、

 
3 カーボンプライシングとは、ＧＨＧ排出に応じた課税等によってＧＨＧ排出をコストとして見える化し、企業・

家計がよりＧＨＧ排出の少ない経済活動を選択するように誘導する仕組みである。 
4 化石燃料輸入事業者等を対象とし、５年のＧＸ投資期間を確保して 2028 年度から段階的に導入する方針である。 
5 発電事業者に対しては有償オークションも導入する方針である。当初は排出枠を無償交付し、再エネ賦課金がピ

ークアウトした後、2033 年度以降、段階的に有償で取得する割合を増やす計画である。 
6 再エネ賦課金は、再エネの固定価格買取制度（ＦＩＴ）等に伴う買取費用を国民全体で負担する仕組みとして

2012 年度に導入された。ＦＩＴは再エネで発電した電気を 10 年または 20 年間固定価格で買い取る制度であり、

買取価格は再エネ導入コスト等を踏まえて段階的に引き下げられているものの、過去導入設備の買取価格は変わら

ず、ＦＩＴを活用した発電設備総量も増えており、再エネ賦課金は年々増加している。2030 年代以降、買取期間が

終了する設備の増加や買取価格引き下げ影響の広がり等によって再エネ賦課金は減少する見通しである。 

2022年 2032年頃

ピークアウト

再エネ
賦課金

石油石炭
税など

“負担減少額の範囲内“で
排出量取引・有償オークション、
炭素賦課金を導入する方針

（図表２）政府が示したカーボンプライシングの
中長期的イメージ

（負担金額の水準）

（資料）経産省「ＧＸを実現するための政策イニシアティブの具体
化について」（2022年12月14日）を基に日本総研作成。
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「原子力・ＣＯ2回収前提の火力発電は 30～40％程度」と火力発電との合算値が示されたのみで、

原発新設には言及していない。既存原発の多くは老朽化しており、運転期間ルールを 40年から 60

年に延ばしても 2050年には発電設備容量は半減するため、長期的に原子力を活用するのであれ

ば、原発新設の議論は避けて通れない。 

今回のＧＸ基本方針では、今後のエネルギー政策について、送配電網等の電力インフラの整備や

洋上風力等のイノベーションの加速によって再エネの導入拡大を目指す方針を示すとともに、原子

力についても活用す

る方針を示し、既存

原発の再稼働の先を

見据えた対応とし

て、次世代革新炉の

開発・建設といった

原発新設に言及して

いる（図表３）。 

今回の原発新設へ

の言及によって、政

府は長期的に原子力

を活用する姿勢を強

く示したものの、原

発の安全性に対する国民の懸念が払拭されたわけではなく、原発新設を進めるのであれば、国民の

理解を得るための取り組みを一層強化する必要がある。 

 

（4）社会全体でのＧＸ推進（”公正な移行”） 

４つめは、社会全体のＧＸの推進である。これまで脱炭素の取り組みは大企業中心で、中小企業

等の取り組みは遅れていた。しかし、わが国全体の脱炭素にはあらゆる主体の取り組みが必要であ

り、また、対応が遅れた企業は、将来的に、取引先を失うなどビジネスが困難化する恐れもある。 

ＧＸ基本方針では、中小企業のＧＸ支援策として、中小企業ＧＸ支援資格認定制度などによって

地域金融機関等による支援体制構築を促すとともに、下請中小企業振興法の振興基準に下請事業者

の脱炭素支援を追加することなどによって大企業によるサプライチェーン全体の脱炭素推進を促す

としている。また、脱炭素社会への移行に伴う産業構造変化に応じた円滑な労働移動を実現するた

めに、雇用者の新たなスキル獲得と成長分野への労働移動を支援することも示されている。近年、

世界的にも、円滑な労働移動などによって誰一人取り残さない（” Leave no one behind”）「公正

な移行（”Just transition”）」を実現すべきという考え方が注目されており、中小企業や雇用者へ

のＧＸ支援はこうした考え方とも整合的である。 

 もっとも、今回示された施策は、地域金融機関やサプライチェーン中核企業に対する強制力や強

いインセンティブがあるものではなく、実効性は不透明である。また、脱炭素の推進には、家計の

理解・協力も重要となるが、ＧＸ基本方針では家計に働きかける施策は限られる7。 

 
7 製品・サービスのライフサイクル全体のＧＨＧ排出量を表示するカーボンフットプリントや環境ラベルの活用等

による低炭素・脱炭素製品の需要創出といった取り組みは示されている。 

（資料）経済産業省「ＧＸ実現に向けた基本方針」

再エネ

原発

✓次世代ネットワーク構築
・北海道からの海底直流送電、東西の50/60Hz変換強化、系統整備など

2023年 ~2025年 ~2030年 ~2050年

✓調整力の確保
・蓄電池、長期脱炭素電源オークション、水素・アンモニア

✓再稼働の加速 ⇒電源構成2030年20～22％
・再稼働済み10基の安定運用
・設置許可済み７基の再稼働
・審査対象19基の審査対応

✓再稼働の先を見据えた対応
・選択肢の確保：次世代革新炉の開発・建設、運転期間見直し
・予見性の確保：核燃料サイクル、廃炉、最終処分の実現

✓イノベーションの加速
・国産次世代太陽電池、浮体式を含む洋上風力

✓国産再エネ導入拡大 ⇒電源構成2030年36～38％
・国民負担軽減を見据えた導入支援制度（FIP等）

（図表３）再エネ・原子力政策の今後の進め方
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３．ＧＸ実現に向けて必要な取り組み 

今回、ＧＸ戦略の政策フレームワークが示されたことは前進といえるものの、企業・家計の自主

性を尊重し、企業・家計の負担回避を優先しており、強力な推進力のある政策フレームワークとは

いいがたい。加えて、様々な分野における脱炭素技術を国内で開発・実用化することを目指してお

り、一般的に新技術開発の成功率が高くないことを踏まえれば、実現可能性にも疑念がある。気候

変動対応に時間的猶予はなく、失敗も許されないなか、今後、わが国が着実にＧＸを推進して脱炭

素を実現するためには、以下の取り組みが求められる。 

 

（1）政策効果の明確化と中間目標設定による機動的な政策運営 

①GHG 排出削減効果の明確化 

ＧＸ基本方針は”今後 10年を見据えたロード

マップ”の位置づけであるものの、具体的なＧ

ＨＧ排出削減プロセスは示されておらず、政府

が掲げる脱炭素目標との整合性も不明瞭であ

る。そのため、今回掲げられた政策フレームワ

ークによって、わが国の脱炭素目標を達成可能

かは判断できない。経産省は、2022年 12月に

行われたクリーンエネルギー戦略検討合同会合

の資料において、ＧＸ基本方針で示した重要分

野における取り組みによるＣＯ2排出削減効果

（10年間累計）を参考値として示しており、

重複等があるため正確な数値ではないものの、

単純合計では約 19億トンとなる8。筆者の簡易

試算では、政府の掲げる 2030年目標達成には累計で約 20億トンの排出削減で必要であり（図表

４）、経産省の試算値は近い。 

今後は、政策効果を精緻に分析し、想定されるＧＨＧ排出削減プロセスを明確にして、ＧＸ政策

とわが国の脱炭素目標、とりわけ、2030年目標との整合性を示すことが求められる。その結果、政

策効果が不十分ということであれば、追加の対応を検討する必要がある。 

 

②短期的な中間目標設定による機動的な政策運営 

想定される政策効果によって 2030年目標等が達成可能と見積もられたとしても、ＧＸの実現に

向けては、イノベーションの成否や企業・家計の行動変容といった不確実な要素が多く、ＧＸ基本

方針で示された 22分野すべてが計画通りに進むとは考えにくい。また、国内での脱炭素技術の開

発・実用化や脱炭素産業の育成を目指しているものの、脱炭素技術の開発は国際競争が激しさを増

しており、総花的な展開では政府の財政支援や企業の投資資金、研究者・技術者等のリソースを分

 
8 「ＧＸを実現するための政策イニシアティブの具体化について」（2022 年 12 月 14 日）。22 の事例には、次世代

航空機や次世代革新炉、ＣＣＳといった 2030 年までに十分な成果が得られない事例や、次世代型電力ネットワー

クといった他の項目の基盤となる事例などがあり、ＣＯ2 削減効果が示されているものは 13 事例となっている。経

産省は、「分野間で CO 2 削減効果が重複する部分も存在し得るため、各分野の数字を単純に積み上げても、例え

ば削減目標との単純比較は困難」、「これらの分野は全体の一部の抽出であり、例えば日本の 2030 年削減目標のす

べての内数とはならない点にも留意が必要」としている。 
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▲3.9
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（図表４）わが国のGHG排出量の簡易試算
（2030年目標達成シナリオ）

（億トン/年）

（年度）（資料）環境省等を基に日本総研作成

2022～30年度は一定の減少幅で削減が進む想定。
（注）2021年度は20年度横置き、30年度は政府目標。

2030年度までに累計▲20億トン削減
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散させてしまい、各分野での目標達成をむしろ困難にする可能性がある。 

したがって、今後は、各分野の進捗状況や国内外の技術開発動向などを踏まえて、優先して取り

組む分野を選別してリソースを集中投入し、その他の分野では米欧等との連携も検討するべきであ

る。具体的には、各分野における排出削減や技術開発・導入の進捗などのモニタリングを強化し、

１～２年毎といった短期的な中間目標（マイルストーン）を設定したうえで、達成状況に応じて、

政策フレームワークや各分野の取り組みを機動的に見直していくことが求められる。 

 

（２）実効的なカーボンプライシングの導入 

カーボンプライシングの主な政策メカニズムは、ＧＨＧ排出をコストとして見える化することに

よって、カーボンプライシングのコストよりも低コストの排出削減策に経済合理性を付与し、市場

原理を働かせて効率的に排出削減を進めるとい

うものである。理論的には、カーボンプライシ

ングよりも低コストの排出削減策が優先して取

り組まれ、新たな技術開発が必要となるような

高コストの排出削減策が残るため、排出削減が

進むにつれてカーボンプライシングの水準は上

昇する9。各国金融当局等が組織するＮＧＦＳ

の推計によれば、わが国が円滑に 2050年脱炭

素を実現するためには、カーボンプライシング

の水準を 2030年に 160ドル、2050年には 530

ドルに引き上げる必要がある10（図表５）。もっ

とも、ＮＧＦＳなどの推計によるカーボンプラ

イシングの水準は企業・家計の負担が重くなり

すぎるため実際には導入困難であり、高コスト

の排出削減策に対する補助金等によるコスト削

減やカーボンクレジットによるオフセットの活

用、場合によっては、規制等による当該経済活

動の抑制などによって、必要なカーボンプライ

シングの水準を引き下げることになる。 

翻って、ＧＸ基本方針におけるカーボンプラ

イシングをみると、炭素賦課金等をＧＸ経済移

行債の”返済原資”と位置付け、導入水準は企

業・家計の負担増加の回避のために再エネ賦課

金等の負担減少額の範囲内に抑えるとしてお

り、政策メカニズムを踏まえて水準が検討され

 
9 カーボンプライシングの理論値は各排出削減水準における限界費用として決定されるが、実際には、将来の排出

削減の限界費用の算出は困難であり、カーボンプライシング以外にも様々な気候変動対策が導入されるため、適切

なカーボンプライシングの水準を推計することは容易ではない点には留意が必要である。 
10 推計方法は異なるが、ＩＥＡの世界エネルギー見通し（2022 年）では、脱炭素宣言をした先進国に求められる

カーボンプライシングの水準は、2030 年に 140 ドル、2050 年に 250 ドルと推計されている。 
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排出量（左目盛）

炭素価格（右目盛）

（図表6）わが国のＧＨＧ排出量・炭素価格の
簡易試算（2050年脱炭素達成シナリオ）

（億t）

（年度）（資料）環境省等を基に日本総研作成
（注）排出量は図表４の試算に加え、2031～50年度は減少

固定で2050年にゼロ。炭素価格は排出全体を対象とし、

（千円）

毎年５％引き上げて2028～50年度の累計額が20兆
となる水準（GX経済移行債の利払いは考慮せず）。
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（図表５）わが国の2050年脱炭素に必要な
カーボンプライシングの水準（ＮＧＦＳ推計）

（ドル）

（年）（資料）NGFS「V3.2 NGFS Phase3」
（注）秩序ある2050年脱炭素シナリオ。REMIND-MAgPIE

モデル。
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ているとはいいがたい。ＧＸ経済移行債の規模（20兆円）から導入予定のカーボンプライシングの

水準を簡易的に試算すると、2028年／1,500円～2050年／4,400円といった水準となり、ＮＧＦＳ

推計値の１割程度に過ぎない（図表６）。カーボンプライシングの水準を過度に引き下げると十分

な政策効果が得られないため、20兆円規模の財政支援等の他の政策の効果も踏まえて、カーボンプ

ライシングの水準が適切であるかを検証する必要がある。 

また、2032年以降としている本格的な導入の時期について、政府は導入時期を予め示すことによ

って企業がＧＸ投資を前倒しで取り組むと説明しているが、10年近く先の負担増加を見越して、中

小企業を含めた幅広い企業がＧＸ投資を急ぐかは不透明である。政府の思惑が外れた場合、当面は

カーボンプライシングによる後押しが期待できず、とくに 2030年目標の達成に悪影響を及ぼす可

能性がある。ＮＧＦＳの推計では、2030年以降に急激に排出削減を進めた場合、高水準のカーボン

プライシングの導入などが必要となり、経済活動への悪影響が深刻化して無秩序な移行に陥る11。 

したがって、今後は、短期的な中間目標（マイルストーン）を設定したうえで、目標未達の場合

には、カーボンプライシングの前倒し導入12や水準引き上げ、財政支援の拡大などを検討すべきで

ある。なお、ＩＭＦの分析13によれば、カーボンプライシングは、温暖化の悪影響を示すだけでは

支持を得られにくく、カーボンプライシングの政策効果や収入の使途、とくに収入を気候変動対策

に脆弱な人々を保護する目的で活用する場合に支持を得やすい。カーボンプライシングの導入に向

けては、政策効果を具体的に示すとともに、今のところ示されていない 20兆円の財政支援の内容

も分かりやすく伝え、国民の理解を得ることが重要となる。 

 

（３）ＧＸに消極的な企業や中小企業などへのアプローチ強化 

ＧＸ基本方針は、企業の自主的な取り組みを後押しする政策が中心であり、カーボンプライシン

グといった企業に負担が生じる政策の導入には消極的である。こうしたアプローチは、ＧＸリーグ

14参加予定企業といったＧＸに積極的な企業にとってはインセンティブになるものの、ＧＸに取り

組まなくても当面ペナルティはないため、ＧＸに消極的な企業や気候変動問題の影響を測りかねて

いる中小企業などに対して取り組みを促せるかは不透明である。したがって、脱炭素の早期実現に

向けては、ＧＸに消極的な企業や中小企業などに対するアプローチを強化することが重要となる。 

ＧＸに消極的な企業を動かすには、厳格な規制やペナルティ、カーボンプライシングの早期導入

といった強制力のある政策が有効であると考えられるものの、現時点ではＧＸに積極的な企業にお

いても排出削減が十分に進んでいないため、厳格な規制等はＧＸに積極的な企業にも悪影響を及ぼ

す可能性が高く、産業界などから反発が予想される。そのため、今後は、まず非上場企業を含めた

気候関連情報の開示義務化15などによって幅広い企業の取り組み状況を比較可能とすることでＧＸ

の取り組みを促し、それでもＧＸの取り組みに遅れがみられる場合には、より強制力のある政策の

 
11 詳細は、大嶋秀雄「ＮＧＦＳの新しい気候シナリオの概要～各国における分析の高度化とシナリオの活用促進が

課題～」日本総研 Research Focus No.2022-041 を参照。 
12 ＧＸの進捗次第で前倒しで導入される可能性を示唆することによって、企業のＧＸを促す効果も期待できる。 
13 2023 年 2 月 9 日ＩＭＦブログ「Support for Climate Action Hinges on Public Understanding of Policy」。 
14 脱炭素に積極的な企業が自主的に参加する企業連合であり、2023 年４月の本格稼働に向けて現在参加企業を募

集しており、2050 年以前の脱炭素宣言や 2030 年度の排出削減目標の設定、トランジション戦略の策定・公表など

を参加条件としている。2023 年 2 月 14 日の西村経産相の発言によれば、約 700 社が参加予定である。もっとも、

ＧＸリーグ参加予定企業のＧＨＧ排出量はわが国全体の約４割であり、これらの企業の取り組みだけではわが国の

脱炭素目標は達成できない。 
15 英国や欧州では一定水準の売上規模や従業員規模の非上場企業に対しても気候関連開示を求めている。 

https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=103749
https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=103749
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導入を検討すべきである。ただし、実際に強制力のある政策を導入する場合には、政策の必要性を

丁寧に説明し、ＧＸに積極的な企業へのインセンティブ強化なども組み合わせて、産業界などから

理解を得る必要がある16。 

また、中小企業に対しては、前述の通り、地

域金融機関やサプライチェーンを通じたＧＸ支

援策が打ち出されているものの、強いインセン

ティブや強制力があるものではなく、実効性は

不透明である。中小企業の多くは、気候変動問

題のビジネス影響を把握できておらず、商工中

金の調査では、脱炭素の取り組みにおける最大

の課題として「規制・ルールがない」ことが挙

げられた17（図表７）。したがって、一定の規

制・ルールの導入によってビジネス影響を可視

化すれば、中小企業の行動変容を促せると考え

られる。また、多くの中小企業は脱炭素に向け

たノウハウや資金も不足しており、地域金融機関・サプライチェーン中核企業等による中小企業の

ＧＸ支援に対するインセンティブの強化や中小企業におけるＧＸの取り組みへの補助金の拡充など

も重要といえる。 

 

（４）家計部門における脱炭素意識の醸成 

現時点では、わが国家計の気候変動問題への危機感や気候変動対策の優先度は決して高いとはい

えず、昨年７月の参議院選挙ＮＨＫの世論調査18をみても、『重視する政策課題』として挙げられた

のは「経済対策」（43％）や「社会保障」（16％）、「外交・安全保障」（15％）などが中心であり、

「エネルギー・環境」を挙げた回答者は５％に過ぎなかった。家計が脱炭素を重視しない状態で

は、わが国のＧＨＧ排出量の３割を占める家計の排出削減が遅れるだけでなく19、低炭素・脱炭素

商品なども広がりにくく、企業におけるＧＸの取り組みにも悪影響を及ぼしうる。また、政府がＧ

Ｘを推進するうえでも、様々な影響が及ぶ家計の理解・協力は不可欠となる。 

しかし、今回のＧＸ基本方針では、家計に働きかける施策は少なく、今後、家計へのアプローチ

を強化する必要がある。政府は、気候変動の及ぼしうる悪影響を具体的かつ丁寧に説明して危機感

を共有するとともに、どういった取り組みが脱炭素に貢献するかといった気候関連の情報発信強化

や、学校・企業等における教育プログラムの導入などを進め、家計の気候変動問題への意識を高

め、脱炭素に向けた取り組みを促していくことが求められる。また、脱炭素への貢献を実感できる

ようにすることも有効と考えられ、家計向けの排出量計測ツールや製品・サービスのカーボンフッ

トプリントの普及のほか、カーボンクレジット等も活用した脱炭素商品・サービスの導入加速も家

 
16 もっとも、社会全体が脱炭素に向かわなければ、結果としてＧＸに積極的な企業の努力も無駄になることにな

る。また、炭素賦課金の水準を引き上げれば、ＧＸに対するインセンティブの強化への財源にもなる。 
17 詳細は、大嶋秀雄「中小企業の脱炭素のカギを握る銀行セクター ～多面的支援を行う仕組みづくりが急務～」

日本総研 Research Focus No.2021-045 を参照。 
18 NHK が 2022 年 6 月 24～26 日に実施した電話調査。 
19 2020 年度のわが国のＧＨＧ排出量の部門別割合では、電気・ガス利用等での家庭内の排出が 16％を占めている

ほか、運輸部門の排出割合 18％の約６割が家計部門の自家用車や公共交通の利用に伴うものとされる。 

0 10 20 30 40 50

必要な人材がいない

現有設備で対応できない

対応コストが高い

経営に影響がない

対処方法等の情報不足

規制・ルールがない

（図表７）中小企業における脱炭素対策
検討時の課題や実施しない理由

（資料）商工中金「中小企業のカーボンニュートラルに関する
意識調査（2021年７月調査）」

（％）

https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=101813
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計の脱炭素意識の醸成につながるだろう20。 

また、具体的なインセンティブ・ペナルティの導入も検討すべきである。たとえば、エネルギー

消費削減に対するインセンティブの導入や省エネ機器・省エネ住宅・再エネ・電気自動車等の購入

に対する補助金の拡充などを行う一方で、新築住宅への太陽光パネル設置義務化21や燃費の悪いガ

ソリン車に対する増税、エネルギー補助金の段階的な削減22なども検討して、家計に省エネ設備・

再エネ等への切り替えを促すべきであろう。 

 

４．おわりに 

ＧＸ基本方針の決定によって、わが国はＧＸに向けた第一歩を踏み出したものの、課題は山積し

ている。脱炭素と経済成長の両立に向けては、成長エンジンとなる脱炭素産業の育成は重要である

ものの、政策効果の検証を踏まえた機動的な政策運営を行い、必要であれば企業・家計に負担が発

生する政策の導入や米欧等との連携なども検討する必要がある。また、特定の産業だけでなく、中

小企業や家計を含めた社会全体でのＧＸの推進を重視することも求められる。今後、ＧＸ基本方針

を基に、わが国経済の持続的な成長と脱炭素目標の達成に向けて、実効性の高い気候関連政策が打

ち出されることが期待される。 

 

以  上 

  

 
20 詳細は、大嶋秀雄「カーボン・クレジットがもたらす効果と課題～効率的な脱炭素と家計の脱炭素意識の醸成に

向けて～」日本総研 Research Focus No.2022-019 を参照。 
21 わが国の戸建て住宅のうち太陽光パネルを設置している割合は 1 割にとどまっている（2021 年度）。 
22 今後、資源価格が高止まりした場合、エネルギー補助金の縮小によってカーボンプライシングと同様の効果が期

待できる。低所得者への支援等は必要ながら、補助金の早期縮小によって電気・ガス料金等を緩やかに上昇させる

とともに、省エネ設備・再エネ等への補助金等を大幅に強化すれば、家計に行動変容を促せると考えられる。現在

のエネルギー補助金政策は、資源価格高騰の長期化によって予算規模が今後 10 年間のＧＸ予算の半分に相当する

9.3 兆円まで膨らんでおり、持続的とはいいがたく、段階的な解除を行うことによって政策の持続性も確保できる。 

https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=103065
https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=103065
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